
                                 高 第 ３３８ 号 

                               平成２５年６月２６日 

 

  各市町村高齢福祉主管課長  様 

  

                                岐阜県健康福祉部高齢福祉課長 

 

 

「キャラバン・メイト養成研修」の開催について 

 

 

平素から認知症施策の推進に多大なご尽力を賜り厚くお礼申し上げます。 

 さて、認知症になっても安心して暮らせるまちづくりを目指して全国的に展開されている

認知症サポーターキャラバン事業推進のため、県では、キャラバン・メイト（認知症につい

て正しく理解し、認知症の人やその家族を温かく見守り、支援する「認知症サポーター」を

養成する講座の講師）の養成研修を下記のとおり開催いたします。 

つきましては、参加者のとりまとめについてご協力をいただくとともに、貴自治体職員等

の参加についてもご配慮いただきますようお願いします。 

 

記 

１．研修概要 

 ○ 日時及び場所  

  Ａ日程  日時：平成２５年９月９日（月） １０：００～１７：１５ 

       場所：岐阜県庁２階 大会議室（岐阜市藪田南 2-1-1） 

Ｂ日程  日時：平成２５年１０月２１日（月） １０：００～１７：１５ 

       場所：岐阜県中濃総合庁舎５階 大会議室（美濃市生櫛 1612-2） 

 

※上記のうち、いずれかの日程を選択して受講いただきます。 

（Ａ日程、Ｂ日程とも研修内容は同じです。） 

 

○ 対 象 者  

 年間１０回程度（目安、最低３回）の認知症サポーター養成講座を開催できる方で、以

下のいずれかに該当する方 

 

１．認知症介護指導者養成研修の修了者 

    ２．認知症介護実践リーダー研修（認知症実務者研修専門課程）の修了者 

    ３．介護相談員 

    ４．認知症の人を対象とする家族の会の会員 

５．１～４に準ずると自治体等が認めた者 

行政職員（保健師・一般職等）、地域包括支援センター職員 

介護従事者（ケアマネジャー、施設職員、在宅介護支援センター職員等） 

医療従事者（医師、看護師等）、民生児童委員、その他（ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ等） 

 

○ 研修の内容  

別添カリキュラムのとおり（人数等により若干内容が変更することがあります。） 

 

○  定  員  

 ・Ａ日程 １５０名 

・Ｂ日程 １００名 

※申し込み状況により調整をお願いする場合がありますのでご了承ください。 

 



２．提出書類 

【別紙】「②キャラバン・メイト養成研修 受講申込者名簿（市町村名）」 

      ※研修受講日別にシートを分けて作成してください。 

      ※ファイル名にある（市町村名）を各市町村名に修正して提出してください。 

   なお、受講希望者から各市町村への申し込みには、「③受講申込書」を利用

してください。 

 

３．提出方法 県高齢福祉課（下記担当）までメールにて提出 

 

４．提出期限 平成２５年８月９日（金） 

 

５．その他 

○ 市町村・地域包括支援センター等職員の皆さまには積極的に受講していただくととも

に、関係団体への通知や広報等を活用して、広く募集いただきますようお願いします。 

○ 各市町村から募集をする際は、キャラバン・メイトは認知症サポーター講座の講師で

あること及び年間１０回程度（最低３回程度）の認知症サポーター養成講座を開催し

ていただくことを周知してください。（例年、キャラバン・メイトの役割を理解され

ないまま参加される方が散見されます。） 

○ 研修で使用するテキストは、当日配布いたします。当日は、後日送付する受講票及び

筆記用具を持参していただくよう周知してください。 

○ 駐車場に限りがありますので、当日はできる限り乗り合わせ等でお越しいただくよう

周知してください。 

○ 開催案内は、県高齢福祉課のホームページでも掲載しますので、ホームページを閲覧

された方からの申込についても対応をお願いします。（県への直接の申込は受付でき

ません。） 

○ 受講後は、貴市町村においてキャラバン・メイトの積極的な活用及び継続的な支援を

お願いします。 

 

６．申込後の流れ 

①平成２５年８月９日（金）   申込締め切り 

②平成２５年８月下旬      各市町村に受講決定者の連絡、各受講者に受講票を送付 

③平成２５年 ９月 ９日（月） 研修会（岐阜県庁舎） 

 平成２５年１０月２１日（月） 研修会（岐阜県中濃総合庁舎） 

④研修修了後          当課から各市町村事務局へ修了証を送付（修了証は、

各市町村事務局から修了者へ直接交付願います。） 

 

 

 

 

 

 

 

岐阜県健康福祉部高齢福祉課介護保険者係 

係 長 桑 原 担 当 住 山 

TEL   058-272-8296（直通） 

FAX   058-278-2639 

E-mail sumiyama-norifumi@pref.gifu.lg.jp 

 

 



 

平成２５年度 岐阜県キャラバン・メイト養成研修カリキュラム（予定） 

 

時 間 内 容 

10:00－10:30 

（３０分） 

① 開講の挨拶 

② オリエンテーション 

*認知症サポーターキャラバンの取組について 

*研修内容、すすめ方について 

*認知症サポーターとは（キャンペーンビデオ） 

10:30－12:30 

（１２０分） 

※適宜休憩 

③ 認知症を理解する 
1 認知症とはどういうものか 

2 認知症の症状 

3 中核症状 

4 周辺症状とその支援 

5 認知症の診断・治療  

6認知症予防についての考えかた 

 

④ 認知症の人を理解する 
1認知症の人と接するときの心がまえ 

2認知症介護をしている人の気持ちを理解する 

（６０分） 昼食休憩 

13:30－17:00 

（２１０分） 

※適宜休憩 

⑤認知症の人を地域で支える 

グループワーク 1 

「こんなとき、どこにつなげたらいいか考えてみよう」 

⑥キャラバン・メイトの役割と講座運営の実際 

・・・対象者の検討 

グループワーク 2 

「講座の展開に協力してもらう機関を洗い出す」 

⑦キャラバン・メイトの活動事例報告 

 

⑧キャラバン・メイトの役割と講座運営の実際 

・・・サポーター養成講座の実際 

グループワーク 3 

「講座の対象者ごとにカリキュラムをつくってみよう」 

17:00－17:15 

（１５分） 

⑨キャラバン・メイト登録について 

 登録手続 

 サポーター講座開催手続 

 ※全講義終了後にオレンジリング配布、アンケート回収 
 

 

 


